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〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。 

・ 一般会計省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一

般会計を各省庁単位で区分し、各省庁に資産や負債が帰属すると擬制するなどの

一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に独立しているもの

ではない点にご留意下さい。 

・ 一般会計省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基

準」及び各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
平成26年    
     3月31日

平成27年    
     3月31日

平成26年    
     3月31日

平成27年    
     3月31日

( ( ( (
) ) ) )

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

未収金 未払金489 4,215 103,289 90,157

前払費用 賞与引当金5 5 2,868 2,847

その他の債権等 退職給付引当金2,951,166 2,636,827 79,228 71,037

貸倒引当金 恩給引当金△ 38 △ 676 2,205,572 1,862,762

有形固定資産 その他の債務等232,078 231,774 3,344,042 2,679,468

国有財産（公共用
財産を除く）

149,342 148,997

土地 102,704 104,873

立木竹 86 96

建物 34,481 33,263

工作物 9,451 9,118

航空機 2,618 1,644

物品 負 債 合 計82,736 82,777 5,735,002 4,706,274

無形固定資産 ＜資産・負債差額の部＞7,905 9,053

出資金 資産・負債差額4,987,103 5,688,695 2,443,708 3,863,621

負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計資 産 合 計 8,178,710 8,569,895 8,178,710 8,569,895



業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
(自 平成25年 4月 1日) (自 平成26年 4月 1日)
(至 平成26年 3月31日) (至 平成27年 3月31日)

人件費 42,929 45,230

賞与引当金繰入額 2,868 2,847

退職給付引当金繰入額 2,623 △ 1,782

恩給費 104 86

恩給引当金繰入額 94,091 65,982

補助金等 1,520,798 180,199

委託費等 134,711 132,092

独立行政法人運営費交付金 37,292 36,702

政党助成費 31,892 31,532

交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入 17,178,096 16,752,079

庁費等 34,903 50,954

その他の経費 2,060 2,032

減価償却費 20,885 23,866

貸倒引当金繰入額 7 637

資産処分損益 △ 405 △ 35

本年度業務費用合計 19,102,859 17,322,426



資産・負債差額増減計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成25年 4月 1日) (自 平成26年 4月 1日)
(至 平成26年 3月31日) (至 平成27年 3月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 1,263,969 2,443,708

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 19,102,859 △ 17,322,426

Ⅲ　財源 19,883,979 18,031,336

　　主管の財源 89,911 77,025

　　配賦財源 19,794,067 17,954,310

Ⅳ　無償所管換等 11,705 5,405

Ⅴ　資産評価差額 386,913 705,598

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 2,443,708 3,863,621



区分別収支計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成25年 4月 1日) (自 平成26年 4月 1日)
(至 平成26年 3月31日) (至 平成27年 3月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 90,362 73,336

配賦財源 19,794,067 17,954,310

財源合計 19,884,429 18,027,647

２　業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 52,562 △ 54,492

恩給費 △ 479,826 △ 422,009

補助金等 △ 1,520,798 △ 180,199

委託費等 △ 134,711 △ 132,092

独立行政法人運営費交付金 △ 37,292 △ 36,702

政党助成費 △ 31,892 △ 31,532

交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入 △ 17,553,472 △ 17,096,255

庁費等の支出 △ 67,885 △ 70,627

その他の支出 △ 2,060 △ 2,032

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 19,880,502 △ 18,025,945

(2)施設整備支出

立木竹に係る支出 △ 0 -

建物に係る支出 △ 42 △ 537

工作物に係る支出 △ 1,776 △ 1,164

航空機に係る支出 △ 2,108 -

施設整備支出合計 △ 3,927 △ 1,701

業務支出合計 △ 19,884,429 △ 18,027,647

業務収支 - -

Ⅱ　財務収支

財務収支 - -

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -

本年度末現金・預金残高 - -



 

 

注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ 

く定率法(平成 19 年 4月 1日以後に新築した建物は定額法)によっている。なお、残存価額まで到達 

している国有財産（公共用財産を除く）については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5 年間で備 

忘価格 1円まで均等償却を行っている。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物品については、耐用年数を経過した

翌会計年度から 5 年間で備忘価格 1円まで均等償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）の開発費等の累計額を資産価額とし、利用可能期

間に基づく定額法によっている。 

(2) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

なお、日本郵政株式会社の出資金に係る国有財産台帳価格については、同社の連結貸借対照表の純

資産額に基づいて算定されている。 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として過去 3 年間の貸倒実績率に基づく回収不能見込額

に加え、個別の債権ごとの回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 

  ④ 恩給引当金 

恩給給付費に係る引当金については、将来給付見込額を受給者見込数、改訂率見込、割引率を用い

て計算した額を計上している。 

(4) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 



 

② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

  ・平均給与上昇率 ： 2.9％ 

  （平成 26 年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出） 

  ・割  引  率 ： 4.2％ 

  （平成 26 年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 

 

２ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

（単位：百万円） 

訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要 

損害賠償請求事件 92 
平成 24年（ワ）第 9644

号 

原告は、平成 21 年 9月 15 日の消火器

の破裂により受傷し、当該事故は国、

消火器製造メーカー、日本消火器工業

会及び消火器の管理者が権限の行使、

結果回避義務又は注意義務を怠った

ことにより発生したものとして、国等

に対して、損害賠償を求めているも

の。 

損害賠償請求事件 1 
平成 26年（ワ）第 20322

号 

原告は、平成 22 年に公布された消火

器の規格省令の改正により、型式失効

する消火器については、平成 24 年 1

月 1 日以降はリースも含め販売等が

できないという消防庁の見解を不法

行為と主張しているもの。また、消防

庁職員からリース等の販売規制に抵

触する場合は告発すると違法な脅か

しを受けたことによる損害賠償を求

めているもの。なお、本件は平成 27

年 3 月 30 日に原告の請求を棄却する

判決が出されているが、平成 27 年 4

月に控訴されている。 

損害賠償請求控訴事件 92 
平成 27 年(ネ）第 143

号 

原告は、東日本大震災の津波によって

妻を失ったが、国が予想した津波の高

さに関する情報が周知されなかった

ことにより避難が遅れたとして、国等

に対して損害賠償を求めるもの。現

在、控訴中。 

(注) 訴訟の見込、結果にかかわらず、平成 27 年 3月 31 日現在の請求金額を記載している。 

(2) その他主要な偶発債務 

政府は、「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律」第 3 条の規定にかかわらず、次に掲げ

るものに係る独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の債務を保証している。 

① 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払 

② 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払 

 

３ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 262,784 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 118,808 百万円 

 

４ 追加情報 

(1) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計 

年度末の計数としている。 

(2) 業務費用計算書における収益の計上 

・「退職給付引当金繰入額」において、退職給付引当金の戻入額（退職給付引当金減少額）2,058 百万円



 

が計上されている。 

・「貸倒引当金繰入額」において、貸倒引当金の戻入額（貸倒引当金減少額）38 百万円が計上されてい

る。 

・「資産処分損益」において、物品の処分益 37 百万円が計上されている。 

(3) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「未収金」には、返納金債権、損害賠償金債権、電波利用料債権及び延滞金債権等を計上している。 

・「前払費用」には、自賠責保険料の既支払額のうち、契約期間が未経過の部分を計上している。 

・「その他の債権等」には、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入に係る未精算額及び財政投融

資特別会計特定国有財産整備勘定への前渡不動産を計上している。 

・「貸倒引当金」には、返納金債権、電波利用料債権及び損害賠償金債権等に対する貸倒見積額を計

上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に庁舎敷地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地上の立木竹を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎建物を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎建物に係る建物附属設備を計上している。 

・「航空機」には、航空機を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品（美術品については 300 万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、ソフトウェアについては取得に要した費用から減価償却費相当額を控除し

た後の価額、電話加入権については取得価格で計上している。 

・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有している

ものを計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当、公務災害補償費及び未払恩給給付金を計上している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当、整理資源及び国家公務員災害補償年金に係る引当金を計上し

ている。 

・「恩給引当金」には、恩給給付費に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、交付税及び譲与税配付金特別会計への未繰入額、財政投融資特別会計特

定国有財産整備勘定への未渡不動産、東日本大震災復興特別会計に引き継がれた退職給付引当金

相当額及び復興庁に引き継がれた退職給付引当金相当額を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当会計年度に帰属

する部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への戻入額を計上している。 

・「恩給費」には、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」に対する恩給

費の支出済額に、未払恩給給付金や恩給引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上してい



 

る。 

・「恩給引当金繰入額」には、恩給引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上し

ている。 

・「委託費等」には、委託費、交付金（運営費交付金及び国有資産所在市町村交付金を除く）、分担金

及び拠出金を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人統計センター

に対する運営費交付金を計上している。 

・「政党助成費」には、「政党助成法」に基づき交付の対象となる政党に対しての交付金を計上してい

る。 

・「交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入」には、区分別収支計算書の「交付税及び譲与税配付金

特別会計への繰入」に、貸借対照表における「その他の債権等」の「交付税及び譲与税配付金特別

会計への繰入に係る未精算額」の減少額及び「その他の債務等」の「交付税及び譲与税配付金特別

会計への未繰入額」の減少額を加算した金額を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当会計年度に係る

額を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産、無形固定資産及び出資金の除却等の処分に伴い生じた損益を

計上している。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前会計年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上してい

る。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、許可及び手数料、電波利用料収入等を計上している。 

・「配賦財源」には、業務支出の合計（支出済歳出額）と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「無償所管換等」には、省庁間等の無償所管換等を計上している。 

・「資産評価差額」には、出資金の評価差額（強制評価減に係るものを除く）及び国有財産の台帳価格

の改定に伴う評価差額等を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本会計年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上してい

る。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、総務省主管の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、業務支出の合計（支出済歳出額）と主管の収納済歳入額との差額を計上してい

る。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員

の手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」

に該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「恩給費」には、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」に対する恩

給費の支出済額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等



 

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「委託費等」には、委託費、交付金（運営費交付金及び国有資産所在市町村交付金を除く）、分担

金及び拠出金を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人統計センタ

ーに対する運営費交付金を計上している。 

・「政党助成費」には、「政党助成法」に基づき交付の対象となる政党に対しての交付金を計上して

いる。 

・「交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づく地

方交付税交付金、地方特例交付金及び借入金等の利子の財源として交付税及び譲与税配付金特別

会計への繰入額を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、前会計年度において、主に庁舎敷地上の立木竹に係る支出を計上して

いる。 

・「建物に係る支出」には、主に庁舎建物に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、主に庁舎建物における建物附属設備に係る支出を計上している。 

・「航空機に係る支出」には、前会計年度において、航空機に係る支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

(4) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 

 



 

附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 未収金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

返納金債権 恩給給付金受給者 251

損害賠償金債権 恩給給付金受給者等 147

電波利用料債権 無線局の免許人 3,778

延滞金債権 恩給給付金受給者等 36

その他 0

合計 4,215  

 

② その他の債権等の明細 

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

交付税及び譲与税配付金特別

会計への繰入に係る未精算額

交付税及び譲与税配付金特別

会計
2,634,469

「地方交付税法等の一部を改正す

る法律」（平成27年法律第3号）

第1条の規定による改正前の「地

方交付税法」附則第4条の2第3項

及び第4項の規定に基づき、後年

度の地方交付税交付金の総額から

減額することとされている額

財政投融資特別会計特定国有

財産整備勘定への前渡不動産

財政投融資特別会計特定国有

財産整備勘定
2,358

新施設の引渡しを受けていない

が、旧施設を相手先に引き継いだ

もの

合計 2,636,827  

 

③ 貸倒引当金の明細 

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 489 3,726 4,215 38 637 676

徴収停止等債権 0 △ 0 0 0 0 0

履行期限到来等債権 489 3,726 4,215 38 637 676

上記以外の債権 - - - - - -

合計 489 3,726 4,215 38 637 676

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

　履行期限到来

等債権について

は、貸付金等の

残高に、過去3

年間の貸倒実績

率（注）を乗じ

た額に加え、個

別の債権ごとの

回収可能性を勘

案した回収不能

見込額を計上し

ている。

（注）過去3年

間の債権平均残

高に対する過去

3年間の不納欠

損の年間平均額

の割合  

 

 

  



 

 

④ 固定資産の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度減価

償却額

評価差額

（本年度発生

分）

本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 149,342 1,895 1,987 4,116 3,863 148,997

行政財産 149,305 1,895 1,983 4,116 3,861 148,962

土地 102,668 50 1,732 - 3,852 104,838

立木竹 86 0 0 - 9 96

建物 34,480 632 225 1,623 - 33,263

工作物 9,451 1,211 25 1,518 - 9,118

航空機 2,618 - - 973 - 1,644

普通財産 36 - 4 - 1 34

土地 36 - 4 - 1 34

建物 0 - - - - 0

工作物 0 - - - - 0

物品 82,736 17,313 - 17,272 - 82,777

物品（美術品を除く） 82,711 17,313 - 17,272 - 82,752

美術品 24 - - - - 24

小計 232,078 19,208 1,987 21,388 3,863 231,774

（無形固定資産）

ソフトウェア 7,814 3,626 - 2,478 - 8,962

電話加入権 91 - 0 - - 91

小計 7,905 3,626 0 2,478 - 9,053

合計 239,983 22,834 1,987 23,866 3,863 240,827  

 

⑤ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本

年度発生分）
強制評価減 本年度末残高

○特殊会社

日本郵政株式会社 4,819,914 △ 1,951,962 - - 2,640,610 - 5,508,562

○独立行政法人

情報通信研究機構

（一般勘定） 122,592 △ 40,498 - 142 24,425 - 106,376

郵便貯金・簡易生命保険管理

機構

（郵便貯金勘定） 21,365 △ 15,065 - - 31,031 - 37,331

（簡易生命保険勘定） 23,231 △ 22,531 - - 35,725 - 36,425

合計 4,987,103 △ 2,030,057 - 142 2,731,792 - 5,688,695  

 

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

(単位：百万円）

出資先
資産

(A)

負債

(B)

純資産額

(C=A-B)

資本金

(D)

一般会計から

の出資累計額

(E)

出資割合

(F=E/D) %

純資産額に

よる算出額

(G=C×F)

貸借対照表計

上額（国有財

産台帳価格）

使用財務諸表

○特殊会社

日本郵政株式会社 9,107,178 362,721 8,744,456 8,003,856 2,867,952 35.83% 3,133,325 5,508,562 法定財務諸表

○独立行政法人

情報通信研究機構

（一般勘定） 144,582 38,205 106,376 81,951 81,951 100.00% 106,376 106,376 法定財務諸表

郵便貯金・簡易生命保

険管理機構

（郵便貯金勘定） 24,111,164 24,073,833 37,331 6,300 6,300 100.00% 37,331 37,331 法定財務諸表

（簡易生命保険勘定） 9,167,798 9,131,372 36,425 700 700 100.00% 36,425 36,425 法定財務諸表

合計 42,530,722 33,606,132 8,924,590 8,092,807 2,956,903 - 3,313,458 5,688,695

（注）日本郵政株式会社の貸借対照表計上額（国有財産台帳価格）については、同社の連結貸借対照表の純資産額に基づいて算定されている。  



 

 

(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

  

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 職員 44

公務災害補償費 遺族及び職員（退職者を含む） 8

未払恩給給付金 恩給給付金受給者 90,105

合計 90,157  

 

② 退職給付引当金の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 60,002 4,470 △ 2,058 53,472

整理資源に係る引当金 18,651 1,906 230 16,974

国家公務員災害補償年金に係

る引当金
574 30 45 589

合計 79,228 6,408 △ 1,782 71,037

（注）退職手当に係る引当金の本年度取崩額4,470百万円のうち16百万円は、平成26年度に

おいて東日本大震災復興特別会計に職員が異動したことによる減少額である。  

   

③ 恩給引当金の明細 

  

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

恩給給付費に係る引当金 2,205,572 408,792 65,982 1,862,762

合計 2,205,572 408,792 65,982 1,862,762  

 

④ その他の債務等の明細 

  

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

交付税及び譲与税配付金特別会

計への未繰入額

交付税及び譲与税配付金特別会

計
2,679,000

財政投融資特別会計特定国有財

産整備勘定への未渡不動産

財政投融資特別会計特定国有財

産整備勘定
306

東日本大震災復興特別会計にお

いて計上している退職給付引当

金のうち、総務省一般会計が負

担する退職給付引当金相当額

東日本大震災復興特別会計 161

合計 2,679,468  



 

２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細 

（単位：百万円）

総務本省
管区行政評価

局
総合通信局

公害等調整委

員会
消防庁 合計

人件費 27,190 7,637 8,722 367 1,312 45,230

賞与引当金繰入額 1,539 412 754 34 106 2,847

退職給付引当金繰入額 △ 1,782 - - - - △ 1,782

恩給費 86 - - - - 86

恩給引当金繰入額 65,982 - - - - 65,982

補助金等 180,199 - - - - 180,199

委託費等 131,945 - - - 147 132,092

独立行政法人運営費交付金 36,702 - - - - 36,702

政党助成費 31,532 - - - - 31,532

交付税及び譲与税配付金特別会計へ

の繰入
16,752,079 - - - - 16,752,079

庁費等 50,714 1,348 △ 968 43 △ 183 50,954

その他の経費 937 516 274 49 254 2,032

減価償却費 10,119 21 5,534 2 8,187 23,866

貸倒引当金繰入額 △ 0 - 638 - - 637

資産処分損益 △ 36 0 0 - - △ 35

本年度業務費用合計 17,287,210 9,937 14,956 497 9,824 17,322,426  



 

(2) 補助金等の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜補助金＞

市町村合併体制整備費補助

金
市町村 2,644

「市町村の合併の特例に関する法律」第2条

第1項の市町村の合併に関し、同条第2項の合

併市町村が実施する事業に要する経費に対す

る補助

社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金
地方公共団体 25,060

行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律による社会保

障・税番号制度の導入に係る地方公共団体の

情報システムの整備に要する経費に対する補

助

先進的情報通信技術実用化

支援事業費補助金
民間団体等 215

ＩＣＴ分野の技術成果を具現化するための支

援に要する経費の民間団体等に対する補助

独立行政法人情報通信研究

機構施設整備費補助金

独立行政法人情報通信

研究機構
42

独立行政法人情報通信研究機構の研究施設の

整備に要する経費に対する補助

情報通信利用促進支援事業

費補助金

独立行政法人情報通信

研究機構
474

情報通信利用促進支援に要する経費の独立行

政法人情報通信研究機構に対する補助

地域公共ネットワーク等強

じん化事業費補助金
地方公共団体等 1,664

災害時の通信・放送網遮断等を回避するた

め、ネットワークの強じん化や、災害放送実

施体制の強化等を行う地方公共団体等に対

し、整備費用の一部を補助

沖縄北部連携促進特別振興

事業費補助金
市町村等 810

北部地域の更なる連携を促進するための振興

事業に要する経費に対する補助

無線システム普及支援事業

費等補助金

一般社団法人デジタル

放送推進協会

地方公共団体等

公益社団法人移動通信

基盤整備協会等

36,487

・「電波法」第103条の2第4項第8号の規定に

より、電波の能率的な利用に資する技術を用

いて行われる無線通信を利用することが困難

な地域において次に掲げる設備の整備のため

の補助金の交付その他の必要な援助

イ　当該無線通信の業務の用に供する無線局

の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝

送路設備

ロ　当該無線通信の受信を可能とする伝送路

設備

・「電波法」第103条の2第4項第9号の規定に

より、前号に掲げるもののほか、電波の能率

的な利用に資する技術を用いて行われる無線

通信を利用することが困難なトンネルその他

の環境において当該無線通信の利用を可能と

するために行われる設備の整備のための補助

金の交付

旧日本赤十字社救護看護婦

等処遇費補助金
認可法人日本赤十字社 155

戦地等において戦時衛生勤務に従事した旧日

本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護

婦に対して、日本赤十字社が慰労給付金を支

給するために必要な経費に対する補助

緊急消防援助隊設備整備費

補助金
地方公共団体 7,183

大規模災害や特殊災害等に対応する緊急消防

援助隊の活動に必要な消防防災設備の整備に

要する経費に対する補助

消防防災施設整備費補助金 地方公共団体 2,335

地方公共団体の消防防災施設（耐震性貯水

槽、高機能消防指令センター総合整備事業

等）の整備に要する経費に対する補助

＜負担金＞

国民保護訓練費負担金 地方公共団体 57

「武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律」第168条第2項に基づ

き、第42条第1項の規定により指定行政機関

の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団

体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第

164条の規定により地方公共団体が支弁した

ものについては、政令で定めるものを除き、

国が負担  

 



 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜交付金＞

地域経済循環創造事業交付

金
地方公共団体 4,166

過疎集落等を対象に、地域資源を活用した地

域経済の活性化や日用品の買物支援といった

日常生活機能の確保などの課題へ総合的に取

り組む事業に対して交付

過疎地域等自立活性化推進

交付金
地方公共団体等 2,253

過疎地域の活性化を推進することを目的とし

て、過疎市町村等が過疎地域における喫緊の

諸問題に対応するために取り組むソフト事業

に対する交付金

地域活性化・効果実感臨時

交付金
市町村 85,290

公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図

り、景気回復が波及していない財政力の弱い

市町村が事業を円滑にできるよう、市町村が

作成したかんばる地域交付金（地域活性化・

効果実感臨時交付金）実施計画に基づく事業

に要する費用に対し、国が交付金を交付

地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金
地方公共団体 79

地域における消費喚起やこれに直接効果を有

する生活支援を推進するための事業を実施す

るために作成した地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援

型）実施計画に基づく事業に要する費用に対

し、国が交付金を交付

地域経済活性化・雇用創出

臨時交付金
地方公共団体 5,352

地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを

目的として、地方の資金調達に配慮し本施策

の迅速かつ円滑な実施ができるよう、地方公

共団体が作成した地域の元気臨時交付金（地

域経済活性化・雇用創出臨時交付金）実施計

画に基づく事業に要する費用に対し、国が交

付金を交付

日本放送協会交付金 特殊法人日本放送協会 3,956

「放送法」第65条及び第67条の規定により、

総務大臣が要請する国際放送に要する費用は

国が負担

情報通信利用環境整備推進

交付金
市町村等 1,393

地理的な制約から民間事業者の投資による超

高速ブロードバンド基盤の整備が困難な市町

村又はその連携主体に対し、情報通信利用環

境整備推進交付金事業に要する経費の一部に

ついて交付金を交付することにより、公共分

野における利活用を前提とした超高速ブロー

ドバンド基盤の整備を促進することを目的と

する交付金

特定周波数対策交付金

指定周波数変更対策機

関（一般社団法人電波

産業会）

4

「電波法」第71条の3の規定により、指定周

波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対

策業務に要する費用の全部又は一部に相当す

る金額を交付

不発弾等処理交付金 地方公共団体 0
不発弾及びその他の爆発物の処理を行う地方

公共団体に対し交付

防災情報通信設備整備事業

交付金
地方公共団体 571

全国瞬時警報システム（J-ALERT）、震度情

報ネットワークシステム等の防災情報通信施

設を全国に一斉に整備するために必要な経費

を交付

合計 180,199 　  

 



 

(3) 委託費等の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜委託費＞

在外選挙人名簿登録事務委託

費

市町村

特別区
15

「公職選挙法」第263条第4号の2及び「国会議

員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」

第13条の3に基づく在外選挙人名簿登録事務の

委託

衆議院議員及参議院議員補欠

等選挙執行委託費
地方公共団体 174

衆議院議員及参議院議員補欠等選挙に必要な

投票所経費等の委託

衆議院議員総選挙執行委託費

地方公共団体

特殊法人日本放送協会

民間企業等

51,911
平成26年度執行の衆議院議員総選挙の執行事

務の委託

最高裁判所裁判官国民審査委

託費
地方公共団体 374

「最高裁判所裁判官国民審査法」第51条の規

程により、衆議院議員総選挙と同時に行われ

る最高裁判所裁判官国民審査の施行に関する

執行事務の委託

衆議院議員総選挙啓発推進委

託費

地方公共団体

民間企業等
251

「公職選挙法」第6条及び「公職選挙法施行

令」第133条第1項に基づく、平成26年度執行

の衆議院議員総選挙の啓発周知等のための委

託

社会保障・税番号制度システ

ム開発等委託費

地方共同法人地方公共団

体情報システム機構
4,706

社会保障・税番号制度の運用に必要となる、

個人番号の生成等を行うための個人番号付番

等システム等の構築の委託

情報通信技術研究開発委託費 民間団体等 3,567
情報通信技術の高度化のための研究開発を民

間団体等へ委託

情報通信技術研究開発推進委

託費

民間企業等

独立行政法人情報通信研

究機構

2,178

1. 情報通信分野における研究開発課題を広く

公募し、優れた課題について研究開発を委託

2. 独立行政法人情報通信研究機構に情報通信

分野における基礎研究等を委託

南極地域観測委託費
独立行政法人情報通信研

究機構
27

南極地域観測事業における観測、調査を実施

するための委託

先導的情報通信社会基盤整備

委託費
民間団体等 2,310

民間団体等に対し、情報通信技術を利用した

新たなサービスにつながる開発・実証プロ

ジェクトの実施を委託

電気通信利用環境整備推進委

託費
民間団体等 121

「特定電子メールの送信の適正化等に関する

法律」に基づく迷惑メール対策に不可欠な国

内外の最新の実態等を的確に把握・分析する

業務等を民間団体等へ委託

電波利用技術研究開発等委託

費

民間企業等

独立行政法人情報通信研

究機構

8,854

1. 電波のより効率的な利用に資する技術とし

ておおむね5年以内に開発すべき技術に関する

研究開発を委託

2. 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び

標準時の通報に関する業務の委託

科学技術イノベーション創造

推進委託費
民間企業等 858

科学技術イノベーション総合戦略及び日本再

興戦略に基づき、総合科学技術会議が司令塔

機能を発揮し、府省・分野の枠を超えて基礎

研究から実用化・事業化までをも見据えた研

究開発を委託

引揚者特別交付金支給事務地

方公共団体委託費
都道府県 3 引揚者に対する特別交付金支給事務の委託

一般戦災死没者慰霊事業委託

費
民間企業等 16

今次大戦における戦災に関する関係資料の調

査、整理等を行い、戦災の事実について記

録、刊行、展示等を行うことによって、戦災

の惨禍を後世に伝えるとともに平和の尊さを

再認識させ、一般戦災死没者の慰霊に資する

ことを目的とする

平和祈念事業委託費 民間団体等 354
独立行政法人平和祈念事業特別基金から引き

継いだ資料の保管及び活用を行う

統計調査地方公共団体委託費 地方公共団体 9,671

1. 国民の就業、不就業の状態を各月ごとに明

確に把握し、失業対策その他各種行政施策の

基礎資料を得るための労働力調査等を行う

2. 我が国の現況を全国及び地域別、かつ、詳

細に調査することにより国及び地方のきめ細

かい各種行政施策の基礎資料を得るための周

期統計調査を行う

統計調査業務地方公共団体委

託費
地方公共団体 51

1. 社会人口統計体系（SSDS）を整備すること

により、社会開発計画等地域施策策定の基礎

となる都道府県、市区データの収集を行う

2. 統計調査員の確保を図るため公募登録制度

及び調査に必要な知識を付与するための研修

等を行う

統計調査事務地方公共団体委

託費
都道府県 9,975

地方統計機構整備要綱（昭和22年7月11日閣議

決定）に基づく統計調査に従事する地方公共

団体の統計専任職員に要する経費

政府開発援助統計調査事務地

方公共団体委託費
地方公共団体 0

アジア太平洋統計研修所における研修の一部

としての実験調査の実施の委託

消防防災技術研究開発委託費 民間団体等 147
消防防災技術研究開発の推進を図るための技

術開発の委託
 



 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜交付金＞

地方分権振興交付金 都道府県 210

地方自治法施行60周年記念貨幣の図柄をデザ

インした都道府県が行う記念貨幣の発行に関

連して行う事業、その他、地方分権等の振興

に資する事業に対する交付金

国有提供施設等所在市町村助

成交付金

東京都

市町村
27,540

国は、その所有する固定資産のうち、「日本

国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安

全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協

定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法

律」第2条の規定により使用されている固定資

産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場

並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供

する固定資産で政令で定めるものが所在する

市町村等に対し、毎年度、予算で定める金額

の範囲内において交付

施設等所在市町村調整交付金
東京都

市町村
7,000

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及

び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並

びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す

る協定第2条第1項の施設及び区域（以下「施

設等」という。）が所在する市町村等に対

し、米軍資産に係る税制上の特例措置等によ

り施設等所在市町村が受ける税財政上の影響

を考慮して、毎年度、予算で定める金額の範

囲内において調整交付金を交付

＜分担金＞

国際行政学会等分担金 国際行政学会等 9 国際行政学会等への分担金

アジア地域行政会議等分担金
国際都市・地方政府連合

アジア太平洋支部等
0

国際都市・地方政府連合アジア太平洋支部等

への分担金

国際電気通信連合分担金 国際電気通信連合 813 国際電気通信連合への分担金

政府開発援助国際電気通信連

合等分担金
国際電気通信連合等 217 国際電気通信連合等への分担金

政府開発援助万国郵便連合分

担金
万国郵便連合 34 万国郵便連合への分担金

万国郵便連合等分担金 万国郵便連合等 191 万国郵便連合等への分担金

政府開発援助国連アジア統計

研修援助計画分担金

国際連合アジア太平洋経

済社会委員会
160

国際連合アジア太平洋経済社会委員会への分

担金

＜拠出金＞

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 36 経済協力開発機構への拠出金

国際電気通信連合等拠出金 国際電気通信連合等 71 国際電気通信連合等への拠出金

政府開発援助アジア・太平洋

電気通信共同体等拠出金

アジア・太平洋電気通信

共同体
196 アジア・太平洋電気通信共同体への拠出金

万国郵便連合拠出金 万国郵便連合 36 万国郵便連合への拠出金

合計 132,092  
 

(4) 独立行政法人運営費交付金の明細 

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

独立行政法人情報通信研究機構 28,070
「独立行政法人通則法」第46条の規定により、独立行政法人の業務

の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付

独立行政法人統計センター 8,631 同上

合計 36,702  



 

３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産処分収入 有償管理換収入 年金特別会計 1

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 建物等借受者等 134

諸収入 許可及手数料 無線局の免許人等 983

諸収入 弁償及返納金 地方公共団体等 2,425

諸収入 電波利用料収入 無線局の免許人 71,629

諸収入 雑入 地方公共団体等 1,851

合計 77,025  

 

(2) 無償所管換等の明細 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

財産の無償所管換等 財務省一般会計 50 土地 財務省より所管換

（受） 財務省一般会計 0 立木竹 財務省より所管換

財務省一般会計 94 建物 財務省より所管換

財務省一般会計 11 工作物 財務省より所管換

東日本大震災復興特別会計 174 物品
東日本大震災復興特別会計より

所管換

東日本大震災復興特別会計 23 無形固定資産
東日本大震災復興特別会計より

所管換

小計 355

財産の無償所管換等

（渡）
財政投融資特別会計特定国有財産整

備勘定
185 その他の債権等

新施設の引渡しを受けていない

が、旧施設を相手先に引継いだ

もの

財政投融資特別会計特定国有財産整

備勘定
5,889 その他の債務等

新施設の引渡しを受けたが、旧

施設を相手先に引継いでいない

もの

財務省一般会計 △ 947 土地 財務省へ所管換

財務省一般会計 △ 0 立木竹 財務省へ所管換

財務省一般会計 △ 159 建物 財務省へ所管換

財務省一般会計 △ 20 工作物 財務省へ所管換

財政投融資特別会計 △ 787 土地 財政投融資特別会計へ所管換

財政投融資特別会計 △ 0 立木竹 財政投融資特別会計へ所管換

財政投融資特別会計 △ 71 建物 財政投融資特別会計へ所管換

財政投融資特別会計 △ 6 工作物 財政投融資特別会計へ所管換

小計 4,083

実測と帳簿の差額 － 0 土地 測量による増

－ △ 2 土地 測量による減

－ △ 0 工作物 測量による減

－ △ 0 立木竹 実査による減

－ △ 0 建物 台帳価格と増減額の差額

－ 5 建物 台帳価格と減価償却額の差額

－ 1 工作物 台帳価格と減価償却額の差額

小計 4

誤謬訂正 － 1,068 物品 誤謬訂正等による増

－ △ 142 出資金 誤謬訂正等による減

－ 0 退職給付引当金

過年度の退職給付引当金計上額

に係る端数処理の誤謬訂正によ

る増

小計 925

報告洩 － 0 工作物 平成25年度修繕の報告洩れ

小計 0

新規登載 － 35 工作物

小計 35

5,405合計  

 

 



 

(3) 資産評価差額の明細 

 

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産 - 3,863 3,863

国有財産（公共用財産除く） - 3,863 3,863

行政財産 - 3,861 3,861

土地 - 3,852 3,852
国有財産台帳の価格改定に伴

う評価差額

立木竹 - 9 9
国有財産台帳の価格改定に伴

う評価差額

普通財産 - 1 1

土地 - 1 1
国有財産台帳の価格改定に伴

う評価差額

出資金 △ 2,030,057 2,731,792 701,734

（市場価格のないもの） △ 2,030,057 2,731,792 701,734 国有財産台帳の価格改定等

合計 △ 2,030,057 2,735,655 705,598  

 

４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産処分収入 有償管理換収入 年金特別会計 1

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 建物等借受者等 134

国有財産利用収入 利子収入 恩給給付金受給者 0

諸収入 許可及手数料 無線局の免許人等 983

諸収入 弁償及返納金 地方公共団体等 2,436

諸収入 物品売払収入 民間企業 37

諸収入 電波利用料収入 無線局の免許人 67,888

諸収入 雑入 地方公共団体等 1,854

合計 73,336  



 

参考情報 

 

１． 総務省の所掌する業務の概要 

 

総務省は、行政組織、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政事業など、国家の基本的仕組みに

関わる諸制度、国民の経済・社会活動を支える基本的システムを所管し、国民生活の基盤に広く関わる行

政機能を担っている。 

総務省の官房・各局等の名称及び主な所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官房・局の名称 主  な  所  掌  事  務 

大 臣 官 房 
省全体の総合調整、政策評価、会計、情報公開・個人情報保護、広報、人事、福利厚生に関

すること 

行 政 管 理 局 

行政制度一般の基本的事項の企画立案、行政機関の運営の企画・立案・調整、独立行政法人・

特殊法人の審査、独立行政法人の共通的制度の企画立案、行政機関が共用する情報システム

の整備・管理、行政機関の個人情報保護・情報公開、独立行政法人等の個人情報保護・情報

公開、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会 

行 政 評 価 局 

政策評価の基本的事項の企画立案・事務の総括、政策評価（各府省の政策の統一的・総合的・

客観的な評価）の実施、各行政機関の業務の実施状況の評価・監視、政策評価・独立行政法

人評価委員会（独立行政法人評価分科会に属するものを除く。）、行政苦情の受付・あっせん

（年金記録に係るものを含む。）、行政相談委員に関すること 

自 治 行 政 局 

地方公共団体の組織・運営に関する制度、地方行政に関する政府内の調整、市町村合併、地

方における行政改革、住民基本台帳制度、地方自治に関する基本的な政策、地域振興に関す

る政策、地方公共団体と郵便局の協力体制のあり方に関すること、地方公共団体の情報化、

地方公務員制度、選挙制度、政治資金制度 

自 治 財 政 局 

地方財政制度、地方財政計画、地方交付税、地方債、当せん金付証票、公営競技、地方公営

企業、地方公共団体の財政の健全化、特定地域に対する財政措置、地方財政に関する調査・

研究・統計、地方公共団体の財政負担に関する関係行政機関等との調整 

自 治 税 務 局 
地方税制度の企画及び立案、譲与税制度、交付金等制度に関すること、法定外普通税・法定

外目的税に係る協議及び同意等 

情 報 通 信 

国 際 戦 略 局 

ＩＣＴ（情報通信技術）分野の総合戦略の策定・推進、ＩＣＴ産業の国際競争力の強化、研

究開発・標準化、宇宙の研究開発・利用、ＩＣＴ分野における国際的取決め及び国際電気通

信連合等との連絡、情報通信国際戦略局等の国際関係事務の総括・国際協力 

情 報 流 通 行 政 局 

情報通信施設の整備促進、放送の普及・発達、ＩＣＴ利活用の促進・環境整備、コンテンツ

振興、情報リテラシーの向上、情報バリアフリー、情報セキュリティ、郵政事業に関するこ

と、郵便等に関する国際的取決め及び万国郵便連合等との連絡、信書便事業の監督 

総 合 通 信 基 盤 局 

電気通信事業の規律・競争促進、電気通信サービスにおける利用環境整備、情報通信ネット

ワークの高度化、非常事態における重要通信の確保、周波数の割当て、電波の監督管理・利

用促進、電波利用料制度 

統 計 局 
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施等、統計技術の研究、二次的統計の作成、

統計の作成・利用に必要な情報の収集・提供、総務省が実施する統計調査の調整 

政 策 統 括 官 

総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画立案、統計・統計制度の企画立案、統計調査

の審査・調整・基準の設定、統計職員の養成の企画立案、国際統計事務の統括、統計の発達

及び改善（統計局の所掌に該当するものを除く。）、恩給制度、恩給を受ける権利の裁定、恩

給の支給 

公害等調整委員会 
あっせん・調停・仲裁及び裁定による公害紛争の処理、鉱区禁止地域の指定、鉱業等に係る

行政処分に対する不服の裁定、土地収用法に基づく意見の申出等 

消 防 庁 

消火の活動・救助活動・救急業務・火災予防・危険物などの消防に関する制度、消防施設の

強化拡充、消防職団員の教育訓練、緊急消防援助隊の出動要請など消防の広域的な応援の実

施、地震・風水害、原子力・コンビナート災害など各種災害対策、消防防災分野の高度情報

化、消防の科学技術に関する研究、国際消防救助隊の派遣、武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置、消防・防災分野における国際協力 

 



 

２． 総務省の組織及び定員 

 

[充て職４]

評価監視官 7

10

行政相談課

(3)

恩給企画管理官

恩給審査官

恩給業務管理官

会計課

企画課

政策評価広報課

3

9

13

（注３）特に必要がある場合は置くことができる。

総務大臣秘書官

総務課

秘書課

参事官

審議官

大臣官房

総括審議官

(275)

地域力創造審議官

官房長

政策評価審議官

局　　長

行政管理局

管理官

行政情報ｼｽﾃﾑ企画課

企画調整課

[充て職3]

公営企業課

財務調査課

地域自立応援課

総務省独立行政法人評価委員会

(9)

地域政策課

自治行政局

政策評価課

住民制度課

電波監理審議会

(5,052)

情報通信政策課

技術政策課

政策評価・独立行政法人評価委員会

情報通信審議会

(206)情報通信国際戦略局

局　　長

恩給審査会

市町村課

(118)

市町村税課

総務課

企画課

自治財政局行政評価局

財政課

次　　長

情報通信政策研究所

統計研修所

(107) 自治税務局 (83)

※  事件ごとに総務大臣が任命

(924)

総務省の組織

総務審議官

総務事務次官

総務大臣

総務副大臣

総務大臣政務官

総務大臣補佐官

情報通信行政・郵政行政審議会

2

3

（審議会等）

国地方係争処理委員会

地方財政審議会

(注３)

（地方支分部局）

(38)

(169)

中央選挙管理会

自治紛争処理委員

管区行政評価局

年金記録確認地方第三者委員会

公害等調整委員会

（外局）（特別の機関）

(313) 統計局

局　　長

年金記録確認地方第三者委員会

沖縄総合通信事務所

電気通信紛争処理委員会

年金記録確認中央第三者委員会

［事務局長１は充て職］

総務課

情報流通振興課

データ通信課

部　長情報通信作品振興課

地域通信振興課

統計企画管理官

統計審査官 3

国際統計管理官

政策統括官

[情報通信担当]

（156）

調査企画課

総務課

総合通信基盤局

料金サービス課

（１）

部　長

統計調査部

総務課

統計情報システム課

(475)

経済基本構造統計課

経済統計課

衛星・地域放送課

郵政行政部

電気通信技術システム課

信書便事業課

貯金保険課

企画課

消費統計課

(13)

(26)

(27)

(294) (204)

局　　長

(10)

通信規格課

固定資産税課

行政課

調整課

選挙課

地上放送課

宇宙通信政策課

公務員部

地方債課

交付税課

部　長

自治大学校

福利課

選挙部

公務員課

（平成２６年度）

電気通信事業部

高度通信網振興課

企画課

都道府県税課

電波環境課

電波政策課

基幹通信課

移動通信課

衛星移動通信課

放送政策課

放送技術課

消費者行政課

電波部

部　長

（注１）政令職以上の組織を掲げた。

部　長

総　　務　　省

（施設等機関）

局　　長

[充て職２]

参事官 3

情報通信利用促進課

政治資金適正化委員会

(19)

総合通信局 (1,241)

消防審議会

消防庁

沖縄行政評価事務所

(38)

[充て職１]

局　　長 局　　長 局　　長

政策統括官

[統計基準担当]

[恩給担当]

局　　長

情報流通行政局 (289)

（注２）（　）内の数は、平成２６年度末の予算定員であり、特別職の数を含んでいる。

部　長

管理課

政治資金課

国勢統計課

事業政策課

郵便課

国際政策課

国際経済課

国際協力課

 
 

本省 特別職 13 大臣１、副大臣２、政務官３、大臣補佐官１、秘書官１、地方財政審議会委員（常勤）５

4,845 事務次官 1

総務審議官 3

内部部局 官房 275

2,521 行政管理局 118 ２課10官(充職４）

行政評価局 294 ４課７官

自治行政局 204 ２部10課

自治財政局 107 ６課

自治税務局 83 ４課

情報通信国際戦略局 206 １次長７課３官(充職２）

情報流通行政局 289 １部13課

総合通信基盤局 313 ２部12課

統計局 475 １部７課

政策統括官 157 ８官

特別の機関 政治資金適正化委員会事務局 10 事務局長

審議会等
電気通信紛争処理委員会
事務局

9 １官

施設等機関 自治大学校 13

66 情報通信政策研究所 26
統計研修所 27

地方支分部局 管区行政評価局 943 行政評価支局、沖縄行政評価事務所、行政評価事務所を含む。

2,222 総合通信局 1,279 沖縄総合通信事務所を含む。

外局 公害等調整委員会 38 特別職４（委員長１、委員３）、一般職34

207 消防庁 169 内部部局132、施設等機関37

5,052
※　審議会等　…　地方財政審議会、国地方係争処理委員会、電気通信紛争処理委員会、電波監理審議会、独立行政法人評価委員会、

参考 一般会計 5,047 （公調委を除くと5,009）
特別会計 5 （東日本大震災復興特別会計：東北総合通信局）

(平成26年度末時点）

官房長､総括審議官3､政策評価審議官1、地域力創造審議官1、審議官13(充職1)､参事官9(充職3)､

企画官2､官房５課248､審理官1

総　　　　　　計

　　　　　　　　　恩給審査会、政策評価・独立行政法人評価委員会、情報通信審議会、情報通信行政・郵政行政審議会、年金記録確認第三者委員会、　

　　　　　　　　　消防審議会　

①定員令上は、上表定員から特別職16人を除く5,036人

※特別職16人 ＝ 本省の秘書官(1)を除く12人＋外局（公調委）４人
※本省の秘書官(1)については、総定員法第一条第二項第一号及び第二条の規定により、総定員法及び定員令の対象

②定員規則及び定員規程上の定員は、上記①から公調委（一般職）34人を除いた5,002人



 

３．総務省所管一般会計における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

 

【交付税及び譲与税配付金特別会計】

・地方交付税交付金         16,977,067百万円

・地方特例交付金　　　　　    119,118百万円

　 【独立行政法人】

・補助金等　　　　　　　　　　    474百万円

　 ・委託費等　　　　　　　　　    1,803百万円

・独立行政法人運営費交付金　   36,702百万円

・庁費等　　　　　　　　　　　  1,855百万円

　   平成26年度支出済歳出額

   　18,027,647百万円

【特殊法人】

・補助金等　　　　　　　　　  　3,956百万円

 ・委託費等　　　　　　　　　 　   860百万円

　 ・庁費等　　　　　　　　　　       18百万円

　

　

　

【公益法人】

・補助金等　　　　　　　　     24,410百万円

・委託費等　　　　　　　　　  　2,257百万円

・庁費等　　　　　　　　　　    3,431百万円

　
 

総
務
省
所
管
一
般
会
計

 
 

 



 

４．平成 26 年度一般会計の歳入歳出決算の概要 

 

（1） 歳 入 

歳入予算額 742 億円に対し、収納済歳入額は、733 億 36 百万円であり、差引き 8億 64 百万円の減少と

なっている。 

収納済歳入額の主なものは、 

 

電波利用料収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678億 88 百万円 

 

返納金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24億 34 百万円 

 

雑収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 億 48 百万円 

 

である。 

 

 

（2） 歳 出 

歳出予算現額 18兆 3,641 億 94 百万円に対し、支出済歳出額は 18兆 276 億円 47 百万円、翌年度繰越額

は 3,168億 82 百万円であり、不用額は 196 億 65 百万円となっている。 

支出済歳出額の主なものは、 

 

交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入・・・・・・17 兆 962 億 55 百万円 

 

内訳  地方交付税交付金                 16 兆 9,770 億 67 百万円 

地方特例交付金                    1,191 億 88百万円 

 

恩給関係費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,233 億 77 百万円 

  

科学技術振興費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410 億 60 百万円 

  

その他の事項経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 4,669億 53 百万円 

 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．公債関連情報 

 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務省

に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省庁の

負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示している。

仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。） 

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                    7,391,512 億円 

  ・当該年度に発行した公債額                    384,928 億円 

  ・当該年度の利払費                        75,954 億円 

 

② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎とし 

て各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額         355,625 億円 

  ・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額      9,690 億円 

 ・当該年度の利払費のうち当省配分額              3,697 億円 
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